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開会 午後１時００分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２４

年第５回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められておりますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆さん、こんにちは。 

  平成２４年第５回豊能町議会定例会に当

たりまして、議員の皆様全員の御出席を賜

り、厚くお礼申し上げますとともに、一言

御挨拶申し上げます。 

  ことしもはや師走に入り、寒さも日を追

うごとに厳しくなり、これから先の３カ月

予報でも、例年より寒い冬となると言われ

ております。 

  議員の皆様におかれましては、平素から

本町の発展と住民福祉の向上に御尽力いた

だいておりますことに対し、敬意を表する

次第でございます。 

  先月の１６日に衆議院が解散され、あす

告示の１６日投票となりましたので、本町

としましても、急遽、選挙に要する費用を

専決させていただき、今議会で報告させて

いただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  また、本議会に提案させていただいてお

ります第５０号議案、豊能町立農村婦人の

家設置条例廃止の件及びそれに関する補正

予算につきまして、地元自治会との調整不

足により、議案の撤回及び修正について議

員にお願いしております。 

  今後、提案に当たりましては、十分調整

の上、提案させていただきますので、まこ

とに申しわけありませんが、よろしくお願

いいたします。 

  さて、私が町長に就任させていただいて

から、はや２カ月を過ぎようとしておりま

すが、今回の定例会で初めて一般質問をお

受けするわけでありますが、何分ふなれで

すので、誠心誠意お答えできるよう努力し

てまいりますので、よろしくお願い申し上

げ、挨拶とさせていただきます。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  静かにしてください。結構です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２０条の規定により、６番・山下忠志

議員及び７番・永並啓議員を指名いたしま

す。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月２８

日までの２６日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 
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  よって会期は、本日から１２月２８日ま

での２６日間と決定いたしました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、放送をもってお知らせいたしま

す。 

（午後１時０４分 休憩） 

（午後３時５５分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第３「第１号諮問 人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それでは、第１号諮問、人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  人権擁護委員の任期満了に伴う同委員の

候補者の推薦に際し、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により、議会の意見を求め

るものでございます。 

  本件は、平成２５年６月３０日をもって

人権擁護委員の任期が満了するのに伴い、

候補者として法務大臣に対し推薦するもの

でございます。 

  それでは、候補者の略歴を御説明いたし

ます。 

  氏名は、山本ユリさんです。 

  住所は、大阪府豊能郡豊能町東ときわ台

４丁目１２番地の６でございます。 

  生年月日は、昭和２５年４月１３日でご

ざいます。 

  山本さんは、平成２２年７月より人権擁

護委員として人権擁護に幅広く御活躍いた

だいており、今後も人権擁護委員として御

活躍いただける方であろうと存じますので、

引き続き人権擁護委員に推薦するものでご

ざいます。 

  なお、人権擁護委員の任期は３年でござ

います。 

  説明は以上でございます。議員の皆様の

御同意を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり適任と認めること

に賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１号諮問は、原案のとおり適

任と認められました。 

  日程第４「第８号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第８号承認、専決処分事項の承認を求め

る件、平成２４年度豊能町一般会計補正予

算（第４回）について説明を申し上げます。 

  専決補正予算の１ページをお願いいたし

ます。 

  専決第１２号、平成２４年１１月１６日

に専決処分を行ったものでございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額に1,１２１万5,０００円を増額

し、歳入歳出予算の総額を６１億4,２７４

万6,０００円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び金額並びに補正後
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の金額は、２ページの「第１表 歳入歳出

予算補正」によるものでございます。 

  今回の補正は、１１月１６日に衆議院が

解散され、選挙が施行されることとなった

ことから、解散の日に、即時、総選挙に係

る経費1,１２１万5,０００円を専決により

補正したものでございます。 

  なお、歳入につきましては、全額府支出

金を見込んでおります。 

  説明は以上でございます。御承認いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第８号承認は、原案のとおり承

認することに決定いたしました。 

  日程第５「第４７号議案 豊能町防災会

議条例及び豊能町災害対策本部条例改正の

件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第４７号議案、豊能町防災会議条例及び

豊能町災害対策本部条例改正の件について

説明をさせていただきます。 

  本件は、本年の６月に災害対策基本法の

一部が改正され、防災会議の組織や所掌事

務の見直し等が行われたことから、本町に

おいても防災会議の所掌事務の変更や組織

の見直しなどを行うため、豊能町防災会議

条例及び豊能町災害対策本部条例の一部を

改正するものでございます。 

  改正の内容といたしましては、第１条で

豊能町防災会議条例の一部を改正し、防災

会議の所掌事務の一部を、町長の諮問に応

じて町の地域に係る防災に関する重要事項

を審議し、町長に意見を述べることに改め

るとともに、防災会議の組織を見直し、防

災会議委員として新たに「自主防災組織を

構成する者又は学識経験のある者のうちか

ら町長が任命する者」を追加することとし、

さらに第２条で豊能町災害対策本部条例の

一部を改正し、条例中に引用している災害

対策基本法の条項を変更するなど、用語の

整理を行うものでございます。 

  なお、この条例は公布の日から施行し、

附則におきまして、新たに追加する防災会

議の委員の任期につきましては、他の委員

の残任期間と同じ期間とするように措置す

るものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 
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  起立全員であります。 

  よって、第４７号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第６「第４８号議案 豊能町立老人

デイサービスセンター条例改正の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  第４８号議案、豊能町立老人デイサービ

スセンター条例改正の件につきまして、提

案理由の御説明をいたします。 

  本件につきましては、これまで指定管理

で運営してまいりました豊悠プラザ老人デ

イサービスセンターにつきまして、豊能町

立保健福祉総合施設の再整備に伴い、平成

２５年４月１日より社会福祉法人によりま

す自主運営とすることから、同デイサービ

スセンターの項を削除するものでございま

す。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

平成２５年４月１日から施行するものであ

ります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４８号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第７「第４９号議案 豊能町立保健

福祉総合施設条例廃止の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  それでは、第４９号議案、豊能町立保健

福祉総合施設条例廃止の件につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

  本件につきましては、かねてより進めて

まいりました保健センター周辺への豊悠プ

ラザ機能の統合によります豊悠プラザの後

利用に際しまして、地域密着型特別養護老

人ホームなどをみずから整備し、運営して

くれる社会福祉法人に無償貸し付けするた

め、当該施設条例を廃止するものでござい

ます。 

  なお、附則といたしまして、施行日は平

成２５年４月１日とするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定いただきますよう、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  質疑いたします。 

  無償貸し付けするということで、豊悠プ

ラザのことですけれども、この政策、私は

とても賛成です。新しく障害者施設という

か、そういうふうなところで、町の整備が

進んでいくということに対しては非常に賛

成なんですけども、再度確認したいです。 

  無償貸与するこの期間というのは、１０

年というふうにしては聞いておりますけれ
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ども、今回、これに関しましては、当然、

無償貸与を受ける側がみずからの経費で整

備したりなんかされますね。 

  そういう中で、１０年後、この貸与をや

める、できないということは可能なんです

か。そのことだけ、法的にどういうことに

なっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  １０年間を無償貸し付けすることとして

おりまして、それは法人募集要項に書いて

おります。１０年後は新たに協議をいたし

ますということで、法人公募しております

ので。以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  では、相手方は、今回、１０年間無償貸

与を受けると、その間、自分たちでいろん

な形で整備してくださると。だけど、１０

年後は、もしかしたらその施設が使えなく

なることも十分承知の上で引き受けてくだ

さるということで理解させていただいてよ

ろしいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  あくまで協議をするということが前提で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  いいですか。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ごめんなさい。申しわけない。今の答弁

の意味がちょっとよくわからないので、も

ちろん協議はされるんでしょうけれども、

もしかしたら次回というのはないかもしれ

ないということは相手方は承知なんですね

ということだけの質疑です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  相手は承知しておると思っておりますが、

私どもはあくまでそういう介護保険法によ

ります地域密着型特別養護老人ホーム、障

害者の関係の施設整備をしまして、その運

営をやっていただきたいということを言っ

ていますので、それをやっていただく限り、

私どもは引き続きやっていただきたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４９号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  お諮りいたします。 

  日程の順序を変更し、日程第９、日程第

１０、日程第１１及び日程第１３を先に審
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議したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。よって日程の順序

を変更し、日程第９、日程第１０、日程第

１１及び日程第１３を先に審議することに

決定いたしました。 

  日程第９「第５１号議案 財産の無償譲

渡について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第５１号議案、財産の無償譲渡について

御説明を申し上げます。 

  本件は、平成２２年度末、平成２３年３

月３１日をもって用途を廃止いたしました

旧吉川公民館の土地、建物を吉川自治会に

自治会館として無償譲渡することについて、

地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

より、議会の議決を求めるものでございま

す。 

  １、譲渡する財産は、土地、吉川１３０

番地１、面積1,２３1.５１平米及び吉川９

２０番地３、面積４６平米の２筆で、いず

れも地目は宅地でございます。 

  なお、１３０番地１は、旧吉川公民館の

敷地であり、９２０番地３は、その隣接地

で、忠魂碑が建っているあたりの土地でご

ざいます。 

  建物は、吉川１３０番地１、面積は、建

築面積で３０6.９８平米、延べ床面積で５

３8.３４平米でございます。 

  構造は、鉄筋コンクリートづくり２階建

てでございます。 

  譲渡の相手方は、吉川１３０番地の１、

吉川自治会代表者、向井勝氏でございます。 

  譲渡の目的は、自治会館、譲渡する日は、

平成２５年４月１日を予定しております。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  この無償譲渡につきましては、今後、こ

の建物については、一切、維持管理は援助

しないということになっているのかどうか、

確認いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  吉川公民館の維持管理経費でございます

が、それにつきましては、吉川自治会で平

成２５年度以降については実施をしていた

だく、向こうの責任で運営していただくと

いうことになっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございませんか。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  この無償譲渡なんですけれども、何で無

償貸与ではだめだったのかというのが１点

です。 

  それと、もう１点、自治会館ということ

で譲渡するので、その目的外使用はないと

いうことなんですけども、これ仮に吉川の

自治会のほうが、自治会館ももちろんそう

ですけれど、もっと違った、あそこでビジ

ネス展開したいとか、いろんなものをつく

ってね、そういったものをしたいとか言っ

たときには、この今の約束というか、規約

か何かでいけるんですか。それともそうい

うことはもう自治会館の運営とは外れてい

るから、だめだというふうになっているの

か、ちょっとそのあたりをお尋ねします。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  まず、貸与はできないのかということで

ございますが、吉川自治会とは、もう平成

２３年の４月から無償貸与ということで、

自治会の管理運営をやっていただいている

という状況でございます。 

  ことしの６月に吉川自治会が地縁団体の

承認を受けて法人格を有されましたので、

これを機会に、吉川自治会としては無償譲

渡してほしいという要望が参りまして、町

としても無償譲渡するという形で進めてい

るところでございます。 

  これから無償譲渡に関する契約書等を吉

川自治会と締結をしていこうというふうに

考えておりまして、その目的は、先ほども

言いましたけれども、吉川の自治会館に使

うという目的で契約をしたいというふうに

思っております。 

  全然、完全に違う形態で自治会以外の方

がやられるというようなことになれば、そ

の契約の中では、もう返していただくとい

うような形をうたっていきたいというふう

に思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  となりますと、この無償譲渡というのは、

吉川自治会のほうからそういうふうな要望

があって、地縁団体もつくって、準備整え

たからお願いしたいということで行政のほ

うに来た話ですね。まず、それが１点と。 

  それから、私の質疑の趣旨的なものは、

自治会外の方があそこでビジネス的なこと

をするんじゃなくて、自治会の方が、やは

り今後、あそこの場所を運営し、維持管理

していく上で、やはりそれなりの収益を上

げなくちゃいけないと、そういうビジネス

展開はこの契約ではできるんですかという

質疑なんです。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  自治会が主体的に営利といいますか、一

定、維持管理経費を上げるためにそういう

事業を展開されるというやつにつきまして

は、事業主体が自治会で貸館等をやられる

ということについては、何ら問題はないと

いうふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  今回、目的外使用された場合は、用途は

限定するというふうな話もあったんですけ

れども、具体的にそれはどういうことを指

すもんですかね、目的外使用と言いますと。 

  私は、あそこで自治会館の貸館ですとか、

それから今、非常に頑張っていますね、塩

麹つくって販売したりなんかね。ああいう

形のビジネス的なこともできるということ

を今お伺いしましたけれども、目的外使用

となると、どんなことが想定されるのか、

それはちょっと非常にわからないし、非常

に今後のあそこの自治会館の活動には期待

したものですので、ちょっとそのあたりを

教えてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今現在、吉川自治会館については、自治

会が積極的に人を呼びたいということで前

向きに運営をしていただいているというこ
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とで、今後、先には目的外使用というのは

どういう形になるかというのは、今は想定

はできないんですけれども、一応、基本的

には、吉川自治会が主体的になってやられ

るということには何ら問題ない。ただ、全

然吉川自治会とは関係なしで、全く違う団

体がそこを運営される、部分的にでも仮に

やられるというようなことになると、それ

は今後、契約の中にうたっていくことにな

ると思いますので、その辺については、吉

川自治会と十分協議を３月末までにして、

契約をこしらえたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５１号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１０「第５２号議案 指定管理者

の指定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  第５２号議案、指定管理者の指定につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

  本件につきましては、豊能町立生き生き

老人デイサービスセンターの現行の指定管

理期間が今年度末で終了しますことから、

来年度以降も、地方自治法第２４４条の２

第３項に基づき、当該施設の管理を行わせ

る者を指定したいので、同条第６項の規定

によりまして、議会の議決を求めるもので

ございます。 

  施設名でございますが、豊能町立生き生

き老人デイサービスセンター、指定管理者

は、大阪府豊能郡豊能町吉川１８７番地、

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会会長、

舛見喜尚氏であります。 

  指定期間でございますが、平成２５年４

月１日から平成３０年３月３１日までの５

年間であります。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５２号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１１「第５３号議案 池田市豊能

町能勢町障害者給付認定審査会共同設置規

約の変更に関する協議について」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  それでは、第５３号議案、池田市豊能町

能勢町障害者給付認定審査会共同設置規約

の変更に関する協議について、提案理由の

御説明をいたします。 

  本件は、障害者自立支援法の一部改正に

よりまして、池田市豊能町能勢町障害者給

付認定審査会共同設置規約を一部変更する

必要が生じましたことから、地方自治法第

２５２条の７第２項の規定によりまして、

次の規約案に基づき、池田市及び能勢町と

協議をするものでございます。 

  議案書の次のページをお願いいたします。 

  池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査

会共同設置規約の一部を次のように変更を

いたします。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」に改めるものでございま

す。 

  なお、附則といたしまして、この規約は

平成２５年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

決定いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５３号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１３「第５５号議案 平成２４年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  第５５号議案、平成２４年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算（第２回）

について、提案理由の御説明をさせていた

だきます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ２６０万円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

６億3,５０５万5,０００円とするものであ

ります。 

  それでは、歳出より御説明をさせていた

だきます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開きく

ださい。 

  款４・地域支援事業費、項３・高齢者さ

さえあい事業費、目１・高齢者ささえあい

事業費でございますが、大阪府地域福祉・

子育て支援交付金を活用いたしまして介護

予防の充実を図るため、備品等を購入する

ものでございます。 

  なお、大阪府からの補助率は１０分の１

０でございます。 

  それでは、歳入の説明をさせていただき

ます。５ページをお開き願います。 

  款５・府支出金の２６０万円は、歳出の

ところで御説明いたしました高齢者ささえ

あい事業に対します補助金でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ
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き御決定賜りますよう、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ６ページの歳出のところで御説明いただ

きました高齢者ささえあい事業のところで、

機械器具費というところでございますが、

電動自転車を２台購入するということでご

ざいますが、これは事故が起きたときには、

どういうふうな対応をされるのか、お聞き

いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  町村の自動車共済の関係の自動車保険で

対応いたしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ちょっと説明が少なかったかなと思うん

ですけれど、この図書についてですが、も

う少しどういったものを購入するのか、お

聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  図書の件でございますが、内容といたし

まして、大活字本、あるいは道路地図ので

っか字道路地図と言うんですが、道路地図

の大きなもの、高齢者向きの紙芝居、旅行

ガイドブック、海外・国内、日本の歴史２

７巻、あと利用者リクエスト等でございま

す。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  大活字図書を購入するということですが、

なぜ今の時代、大活字図書なのかなという

感じがいたしますので、理由をお聞かせく

ださい。 

  また、その大活字図書を導入するに当た

り、高齢者の読書離れが進んでおるとは思

いますが、そういった調査などはされたの

か、お聞かせください。 

  また、行政は、今もあるから買いかえる

ぐらいの感覚かもしれませんが、やはり社

会実情というものは目まぐるしく変わって

います。特にＩＴ分野、非常にスピードが

速い。そういった中で、今や電子書籍の端

末というものは五、六千円程度で購入する

ことが可能であります。それで電子書籍の

購入の検討をしないというのが、私には理

解できないところであります。電子書籍の

購入の導入の検討をされたのか、お聞かせ

ください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  大活字本に関しましては、利用者からの

要望がかなり出ていたというところでござ

います。 

  電子書籍に関しましては、電子書籍を入

れる等の検討は現在しておりません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ＩＴ分野は。ＩＴ分野。理解しがたいと

言っているんですが、いいですか。三つあ

りましたから。 
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（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  ＩＴ分野の問題について、理解できない

ということで。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。失礼いたしました。 

  ＩＴ関係でございますが、一つの道具と

しては、今後、将来的には必要だろうと思

いますが、今現在、図書館の資料としてま

だ安定化されていないというふうに認識し

ておりますので、今のところ考えておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  要望が多かったということを安易に答え

られますけれども、では、どのくらいの要

望があったのかというのは、やはりいつも

言っていますが、ＰＤＣＡで仕事をしてい

ると思います。何か事業を計画する段階に

当たっては、調査があると思います。その

調査、数字をもとにプランができます。そ

れで、何か実行します。そしたら、途中で

チェックを入れて、修正などをかけていく

と思ってますんで、そういった要望があっ

たというのであれば、どのくらいのものが

あったのか、お聞かせください。 

  それで、あとは大活字本を導入すること

に当たり、１００万円使いますよね、いろ

んなものを導入するに当たり、どれくらい

の読書離れをした高齢者の利用者数の増加

を見込んでいるのか、そういった点も踏ま

えてお聞かせください。 

  あと、要望がありました、それを受けと

めて反映させるのは、いいことだと思いま

す。しかし、行政側としては、ただ要望を

そのまま流すんではなくて、その際に、今

の社会実情では電子書籍というものがあり

ますよと、これは指で軽くさわるだけで、

文字が大きくなったり小さくなったりしま

す。すごい便利なものですというような説

明などは、情報提供されたのか、お聞かせ

ください。こういったものは常にしていく

べきだと思います。それが行政の一つの役

割だと思いますので、その点についてもお

聞かせください。 

  あと、環境整備というものができていな

いということですけれども、そしたらいつ

になったら図書館でするんですかね。どこ

かの自治体がたくさんしだしてからするの

か、でもどこかの自治体は、最初にやる自

治体というのはあるわけですね。それに豊

能町はなる気が全くないというふうに感じ

るんです。 

  著作権のことをよく言われます。でも、

著作権というのは、著作者の死後５０年で

消えます。著作権フリーの書籍もたくさん

あります。名作なんか全部フリーですね。

夏目漱石、芥川龍之介、石川啄木、与謝野

晶子、全部著作権フリーです。そういった

ものがたくさんあります。何も、今の時代

のものを提供しなくても、そういったフリ

ーのものをどんどん使えば、環境整備はで

きると思います。そういったものを考えて

いくのが行政の役割ではないかと思います

ので、ちょっと複数になっていますけれど

も、明確にお答えください。よろしくお願

いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  まず、大活字本の要望ということでござ

いますが、これは日々、リクエスト、図書

館ですから、リクエストカード等がござい

ます。あるいは、図書館に来館者の利用者
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の方と職員がお話をすると、そういう中で

要望が多かったというところでございます。 

  図書館の資料の予算、限られた財源、現

在、５００万円ということでございます。

それも含めまして、ここ２年間、視聴覚資

料がなかなか買えなかったという現状がご

ざいますので、今回、補助金で活用させて

いただいて、お認めいただきたいと考えて

おります。 

  あと、電子書籍の件でございますが、先

ほども申しましたけれども、これは国の見

解等もございます。文科省の見解等もござ

います。議員おっしゃってますように、今

現在、全国で１１の図書館が導入しており

ますけれども、安定した供給はまだ現在で

きていないと受けとめておりますので、今

のところ検討はしておらないというところ

でございます。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  まだ、ちょっと。 

  私語は慎んでください。 

  どのくらい見込んでいるかということに

ついて。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  失礼いたしました。大活字本、約１３０

冊を見込んでおります。 

  金額といたしまして…… 

（発言する者あり） 

  利用者数の増加ですが、要望に対して入

れていきますので、ちょっと今、人数はは

っきりお答えはできません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかに。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  高齢者ささえあい事業の電動自転車のこ

とでお尋ねします。 

  これは、たしか西地区に２台してという

ことで、小回りがきいて、閉じこもりがち

な高齢者のお宅を訪問するというふうなこ

とだったんですけれども、まず対象者数と

いうのはどのぐらいいらっしゃるんですか、

閉じこもりの。 

  それと、今まで車であれしていたのが、

自転車で小回りがきくようになりまして、

週１回だったのが週２回訪ねることができ

るとか、その効果をお尋ねします。 

  それと、閉じこもりがちな高齢者に働き

かけて、その先の受け皿というのがどんな

形で考えていらっしゃるのか、３点目。 

  それと、大変申しわけないけれども、電

動自転車２台というのは、この機械器具な

のか消耗品なのか、それぞれのちょっと経

費もどうなっているのかも教えてください、

この内訳も。 

  以上、４点お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  申しわけございませんが、対象者数は、

ちょっと今手元にございませんので、後ほ

ど報告いたしたいと思います。 

  効果ですが、閉じこもりの方は、いろい

ろそこへ訪問することによりまして、保健

師が行きますので、効果は出ると思います。 

  ただ、この電動自転車を利用するのは、

閉じこもりも中心なんですけれども、ほか

の一般訪問につきましても活用はいたした

いと思いますので、その辺はよろしくお願

いしたいと思います。 

  その方々、閉じこもりの次の事業でござ

いますが、今、現状やっております介護予

防事業のほうに呼び込んで、介護予防に努
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めたいと思っております。 

  以上でございますが、よろしいでしょう

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  受け皿。消耗品か。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  内訳ですね。 

  お答えします。 

  機械器具費で備品購入を組んでおりまし

て、自転車につきましては、１台１０万円、

２台で２０万円という予算計上になってお

ります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  消耗品かどうか。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  備品購入費で…… 

（発言する者あり） 

  他の消耗品ですか。他にですね、デュア

ル周波数体組成計、自動血圧計等を買うん

ですが……。 

○議長（福岡邦彬君） 

  備品か消耗品かと聞いてるだけですから。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  備品でございます。 

  以上でございます。 

  申しわけございません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員、いいですか、受け皿は

答えていませんけれども。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  よく理解できないですね。 

  私、これが賛成とか反対とかと言う前に、

説明では、電動自転車のことを触れていま

したね。私、小回りきかせて、それこそ今

までの訪問回数が週１回から２回になると

か、対象者がこれだけふえたから、やっぱ

り小回りきかすように、一つの新たな対応

策なのかなというふうに勝手に思っていた

んですが、今の説明を聞いて、あらあらと。 

  なぜ、あらあらと言うかと、一体、この

自転車２台を使って何人の方を対象にどの

ようなことをされようとしているのか、も

うひとつわからないんです。 

  高齢社会に向かって何かしらの取り組み

を町はされようと思っているんだと思いま

すけれども、そこのちょっと説明をきちっ

といただきたいなと。 

  それともう１点、ちょっと変えます。消

耗品費１００万円、機械器具費６０万円、

図書の１００万円はわかるんですけれども、

電動自転車が２０万円だったということも、

内訳のね。じゃあ、ほかはちょっと何なの

かということも含めて、どのような高齢者

の対応を考えているのか、そういうことも

含めて御説明をお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  基本的には、電動自転車の購入に際しま

しては、先ほどから言っていますように、

軽自動車等では小回りがきかないと、電動

自転車であれば小回りがきいて利用がしや

すいということで、購入するものでござい

まして、前からこういうようなものがあっ

たら、もっと訪問回数もふえるのではない

かということで、今回、１００％の補助金

があったということで、購入するものでご

ざいます。 

  あと、ほかにいろいろ消耗品等買います

が、今まで予算計上できたらいいなと思っ

ていたやつを、この際、買うというもので

ございまして…… 

（発言する者あり） 

  そういうことでございまして、よろしく

お願いをいたしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  消耗品費１００万円についてですが、視

聴覚資料ということで、内容は、予定でご

ざいますが、ＣＤ、朗読、心の本棚、ある

いは音楽、邦楽、クラッシック、ジャズ、

あとＣＤの落語等の買いかえ、ＤＶＤとい

たしまして、介護、健康体操等、あるいは

プロフェッショナル仕事の流儀等を含めま

して、消耗品費１００万円でございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  いみじくも、今、生活福祉部長がおっし

ゃったように、これが軽自動車では小回り

がきかないところが小回りがきくようにな

って、訪問回数がふえるのではという、そ

ういうふうな期待を込めて、これを購入さ

れるわけですよ。 

  ということは、何がどのようにふえるの

か、そこにどのような期待を持ってこれを

購入されるのか、そこの答弁はやっぱり欲

しいんですね。単にふえるだろうではなく

て、違いますか。 

  ですから、対象者というのが一体どのぐ

らいいらっしゃるものかお尋ねしたもので

して、そのこともはっきりわからないとな

っちゃうと、イメージがちょっと湧かない

んです。 

  もろもろ、今の１００万円に関しまして

お尋ねしましたけれども、２６０万円です

ね、これね。私が間違えているのかちょっ

と不安になっちゃうぐらい、内訳がまだほ

かにありましたら、で、どのようなことが

今後、この福祉の分でもうひとつ前進する

のかということもあわせて、何をこう買わ

れて前進するのか、あるいはまたこの部分

が足りなかったというふうな形でもいいん

ですけれども、御説明をお願いします。 

  要するに、対象者とふえる回数、それか

らどのようなところで充実ができるのかと

いう３点です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  効果でございますが、やっぱり訪問する

ことによりまして、その対象者等に対しま

して、接触することによって介護予防、介

護予防教室に参加等、来てもらうというこ

との啓発等にもなりますし、訪問回数をす

ることによって私は効果が出ると感じてお

ります。 

  あと、４０万円の備品購入費の内訳でご

ざいますが、あとデュアル周波数体組成計、

自動血圧計等を買いまして、それプラス、

リカンベントバイク、それはトレーニング

マシンでございますが、それも購入すると

いうことでございます。 

  ちょっと対象者数につきましては、先ほ

ど言いましたように、ちょっと今承知して

おりませんので、人数については今言えま

せんが、よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員にお尋ねいたします。 

  対象者数については、休憩して答えるこ

とも可能だと思いますし、後でお答えする

ということで議事を進めることについて、

どちらか選択していただきたいと思います

けれども、前者か後者か、どちらでも結構

ですが。 

○１０番（秋元美智子君） 

  後ほどで結構です。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  閉じこもりがちな老人訪問のために使う

電動自転車２台購入と先ほど御説明があり

ましたが、どこに配備される御予定ですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  今年度いっぱいは、豊悠プラザに配置を

いたします。来年度につきましては、保健

センターに配置をいたしたいと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  豊悠プラザに今年度は配備されるという

ことなんですけれど、訪問先は、じゃあど

こを想定されているんですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  現状は、西地域についてを電動自転車で

訪問いたしたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  済みません、訪問先が西地域であるなら

ば、今年度についても豊悠プラザじゃなく

て保健センターのほうが便利なんじゃない

かと単純に思うんですけれど、どうしてな

んでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  今、介護予防関係のスタッフは豊悠プラ

ザにおりますので、豊悠プラザを拠点にい

たしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ７番・永並啓です。町政会を代表し、討

論させていただきます。 

  この議案について、高齢者ささえあい事

業、この点に関しては非常にいいと思いま

す。しかし、ＰＤＣＡで仕事をしていると

いうふうに行政は常々言いながら、そうい

ったことが感じられません。さすがに、購

入をすると言いながら、その購入に当たっ

ての基本となる調査もされていない。大活

字図書購入による効果も予測されていない。

何となく要望が多いから、購入する。こう

いった感覚的なものが多い。これは、今後

の行政を進めるに当たって、非常に仕事の

運営で問題があると思っております。 

  また、電子書籍の導入の検討もしていな

い。答弁も、ちょっとよく変わるんですね。

著作権が問題と言いながら、私が著作権フ

リーの書籍もたくさんありますよと言えば、

今度は安定していないからというような答

えが返ってくる。何か、やらない理由がど

んどん出てくるように感じます。 

  安定していないんであれば、できるよう
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な方法というものを考えればいいと思いま

す。豊能町を、そうすればＰＲすることに

もつながります。 

  例えば、端末だけを導入して、まずは端

末を貸し出さない、図書館だけで使えるよ

うな方法というものをとれば、利用者に図

書館の中で電子書籍を触れてもらうという

ことにつながります。そうすれば、いろん

な脳にとっても活性化するんで、すごいい

いと思います。 

  以上、こういったふうに問題があります

けれども、これが町の予算であれば賛成は

できかねますが、府の１０分の１０の補助

金を使うということもありますし、新町長

の今後の意識改革を期待しまして、賛成と

させていただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５５号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議は、これで延会したいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれで延会することに決

定いたしました。 

  本日は、これで延会いたします。 

  次回は、１２月５日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  本日は、長時間どうも御苦労さまでした。 

 

延会 午後４時５２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 １号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ８号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２４年度豊能町一般 

       会計補正予算） 

第４７号議案 豊能町防災会議条例及び豊能町災害対策本部条例改正の件 

第４８号議案 豊能町立老人デイサービスセンター条例改正の件 

第４９号議案 豊能町立保健福祉総合施設条例廃止の件 

第５１号議案 財産の無償譲渡について 

第５２号議案 指定管理者の指定について 

第５３号議案 池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査会共同設置規約の 

       変更に関する協議について 

第５５号議案 平成２４年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ６番 

 

        同    ７番 

 


